
伊勢原市水泳協会規約 

 

（名 称） 

第１条 本会は、伊勢原市水泳協会（以下「協会」という）と称する。 

 

（所在地） 

第２条 協会の所在地を、会長宅に置く。 

 

（目 的） 

第３条 協会は、伊勢原市で活動する水泳愛好者の親睦を図るとともに、生涯にわたり水泳に親し

むことができるように、伊勢原市における水泳の普及発展に寄与することを目的とする。 

 

（事 業） 

第４条 協会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

（1) 水泳大会並びに講習会の開催  

（2) 各種水泳大会への参加並びに練習会の開催 

（3) 水泳の普及並びに発展のための事業 

（4) 水泳に関する団体並びに水泳愛好者相互の親睦 

（5) 市及び水泳関係団体との連絡交渉と協力 

（6) その他目的を達成するために必要な事業 

 

（組 織） 

第５条 協会は、伊勢原市で活動する水泳愛好者並びに水泳団体及びその関係者をもって組織する。 

第６条 協会の会員は、次の２種とする。 

（1) 正会員 協会の目的に賛同して入会した個人又は団体 

（2) 名誉会員 協会に功労があった者又は学識経験者で、総会において推薦された者 

 

（入 会） 

第７条 協会の正会員として入会しようとする者は、所定の手続きの上、理事会の承認を得なけれ

ばならない。 

 

（退 会) 

第８条 会員は、退会しようとするときは、その旨を理事会に届け出なければならない。 

２ 会員が協会の名誉を著しく毀損したとき、または、会員として不適当と認められるときは、理

事会の議決を経て退会させることができる。 

 

（役員の種類及び選任） 

第９条 協会に、次の役員を置く。 

(1) 会 長  １名 

(2) 副会長    １名 

(3) 理事長  １名 

(4) 副理事長 １名 

(5) 会 計  １名 

(6) 理 事（理事長、書記及び会計を含む。）若干名 

(7) 監 事  ２名 

２ 会長、副会長、理事及び監事は、総会において選任する。 

３ 理事長、副理事長及び会計は、理事の互選により定める。 

４ 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。 

５ 指導員は、水泳に関する公認資格を取得している会員の中から、理事会において選任する。 

 



（役員の職務） 

第１０条 会長は、協会を代表し、会務を統括する。 

２ 副会長は、会長を補佐して会務を掌理し、会長に事故あるときはその職務を代理し、会長が欠

けたときはその職務を行う。 

３ 理事長は、理事会を代表し、協会の業務を掌理する。 

４ 副理事長は、理事長を補佐する。 

５ 会計は、協会の会計事務を掌理する。 

６ 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。 

７ 監事は、協会の業務及び会計を監査する。 

８ 指導員は、指導員会を構成し、水泳技術に関する資料の調査研究及び指導助言をする。 

 

（役員の任期） 

第１１条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

 

（役員の解任） 

第１２条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、正会員の４分の３以上の

同意により、これを解任することができる。 

（1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。 

（2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったと認められるとき。 

２ 前項第２号の規定により役員を解任しようとするときは、解任の議決を行う総会において、そ

の役員に弁明の機会を与えなければならない。 

 

（顧 問） 

第１３条 協会に顧問を置くことができる。 

２ 顧問は、会長が推薦し、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。 

３ 顧問に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が定める。 

 

（会 議） 

第１４条 協会の会議は、総会、理事会とする。 

 

（会議の成立） 

第１５条 総会及び理事会の会議は、構成人員の２分の１以上の出席をもって成立し、出席者の２

分の１以上の同意を得て決する。 

 

（総 会） 

第１６条 総会は、会長が招集し、協会の最高議決機関として、次の事項を議決する。 

（1) 規約の制定及び改廃。 

（2) 役員の選任 

（3) 予算の決定及び決算の承認。 

（4) 事業計画の決定及び事業報告の承認 

（5) その他、協会の運営に関し重要な事項 

２ 総会は、正会員で構成し、毎年１回定期に開催する。 

３ 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。 

（1) 理事会が必要と認めたとき。 

（2) 正会員の３分の２以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。 

（3) 監事が必要と認め会議の目的たる事項を示して請求があったとき。 

４ 総会の議長は、その総会において出席した正会員（役員を除く。）のうちから選任する。 

 

 

 



（理事会） 

第１７条 理事会は、この規約に規定するもののほか、次の事項について議決する。 

（1) 総会の議決した事項の執行に関すること。 

（2) 総会に付議すべき事項。 

（3) その他総会の議決を要しない協会の業務の執行に関する事項。 

２ 理事会は、理事長が招集し、議長を努める。 

３ 理事会は、理事長が必要と認めたとき、又は理事の２分の１以上から会議の目的たる事項を示

して請求があったときに開催する。 

 

（会 計） 

第１８条 協会の経費は、次に掲げるものをもって充てる。 

（1) 会費及び補助金 

（2) 事業に伴う収入及びその他の収入 

 

（会 費） 

第１９条 協会の会費及び入会金は、総会でこれを定める。 

 

（事業年度） 

第２０条 協会の事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

 

（事業計画及び収支予算） 

第２１条 協会の事業計画及び収支予算は、毎事業年度ごとに担当役員が作成し、総会の承認を得

なければならない。 

 

（事業報告及び収支決算） 

第２２条 協会の事業報告及び収支決算は、毎事業年度ごとに担当役員が事業報告書及び収支決算

書として作成し、監事の監査を経て、その事業年度終了後速やかに総会の承認を得なければならな

い。 

 

（運営規則） 

第２３条 本規約の施行に関し、本会の運営に必要な事項は、理事会で別に定めることができる。 

 

 

   附 則 

 この規約は、昭和５５年４月１日から施行する。 

 平成２４年１２月 一部改正 

 平成２９年 ５月 一部改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


